
　　　はじめに

　福岡市では、平成16年に「福岡市男女共同参画を推進する条例」を施行して以来、４次にわたり
「福岡市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画の実現に向けた様々な取組みを進めて
まいりました。
　その結果、審議会等委員への女性参画率をはじめ、意思決定の場における女性参画に関する成
果指標については、前計画の目標を達成するなど、確かな前進が見られています。
　一方で、依然として男女の固定的な役割分担意識が残るなど、男女共同参画を推進していく上
での課題もなお存在しています。

　全国的には、少子高齢化や世帯構成の変化、働き方の多様化など、これまでにないスピードで
社会が変化しています。こうした変化は、共働き・共育ての推進、仕事と健康課題の両立、働く場
における男女間格差の是正など、全ての人が希望に応じて活躍できる「令和モデル」へのシフト
を後押しする追い風にもなっています。

　また、女性をめぐる課題が多様化、複合化、複雑化する中、困難な問題を抱える女性が安心し
て、かつ、自立して暮らせる社会の実現を目的として、令和６年４月に「困難な問題を抱える女性
への支援に関する法律」が施行されました。この法律では、「女性の福祉」「人権の尊重と擁護」「男
女平等」といった視点が明確に示されるとともに、地方公共団体に女性支援のための施策を講じ
る責務が明記され、女性が抱える問題や背景、心身の状況に応じた支援を実施することとされて
います。

　福岡市では、こうした社会情勢の変化をふまえ、一人ひとりが希望に応じて、家庭でも職場で
も活躍でき、性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、「福岡市男
女共同参画基本計画（第５次）」を策定いたしました。

　今後も、市民・地域・企業・関係団体の皆様と力を合わせ、着実に取組みを進めていきたいと考
えておりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

　最後に、本計画の策定にあたりご審議を賜りました福岡市男女共同参画審議会の委員の皆様
をはじめ、多くの貴重なご意見・ご提案をお寄せいただいた市民の皆様、関係団体の皆様に心よ
り感謝申し上げます。

福岡市長　高　島　宗一郎
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